
○１１番 髙橋孝夫委員 ちょっと勉強会みたい

な質問になってしまって恐縮していますが、時

間がないからこれでやめますけれども、ぜひ私

は、９年後とおっしゃいますが、それまで待っ

ていられないところもあるわけでして、そこは

ぜひ意を用いていただきたいし、働きかけをぜ

ひお願いをしておきたいというふうに思います。 

  建設課長には大変申しわけありませんが、別

な機会にというふうにさせていただいて質問を

終わります。 

○小関勝助委員長 以上で通告による総括質疑は

終わりました。 

これより各会計補正予算案の細部審査に入り

ます。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 

 

 

議案第６４号 平成１７年度長井市

一般会計補正予算第３号についての

質疑 

 

 

○小関勝助委員長 まず、議案第64号の１件につ

いて、ご質疑ございませんか。 

 ６番、安部隆委員。 

○６番 安部 隆委員 64号の、ページ数でいき

ますと７ページ、２項徴税費１目税務総務費、

これと、65号に飛躍するわけでありますけれど

も、関連ですけれども、国保の４ページの長井

市委託徴収員の報酬というようなことでありま

す。これにおきましては、国保においては143

万2,000円、また64号の税務総務費においては

145万円ですか。トータルで288万2,000円と、

こんなことでよろしいんでしょうか。税務課長

にお願いします。 

○小関勝助委員長 中井晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 お答えいたします。 

議案第64号、一般会計の補正予算でございま

すけれども、臨時職員の賃金というふうになっ

ております。これは、今年度は固定資産税の評

価がえをしている年でございます。また、固定

資産税のシステムの入れかえをしておりまして、

今のところ、システムの入れかえに伴いまして

これまで管理してまいりました一棟カード等の

番号の振り直しという作業が必要であるという

ことがわかってまいりましたので、ここの予算

につきましてはそれに伴います臨時の職員の賃

金でございます。 

議案第65号、国民健康保険に関する嘱託徴収

員でございますけれども、これは市民課の方と

一緒に対応させていただいておりますが、国民

健康保険税の収納率向上のための嘱託徴収員１

名を設置したいということで予算計上をさせて

いただいたものでございます。 

○小関勝助委員長 ６番、安部隆委員。 

○６番 安部 隆委員 そうしますと、まるっき

り関係はないというふうなことじゃなくてある

程度関係は……、関係ないんですか、ない。な

いと。それでは、ちょっと違いますので、また

国保の65号でお聞きしたいので。わかりました、

その辺はちょっと勇み足というふうなことで。 

○小関勝助委員長 ほかにご質疑ございませんか。 

11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 ７ページの民生費、社

会福祉総務費の負担金補助及び交付金、社会福

祉協議会運営費補助金515万8,000円についてお

伺いをします。福祉事務所長にお願いします。 

これは、６月で一般質問をした際に申し上げ

ました、社会福祉協議会に移管をされたはなぞ

の保育園への職員派遣が４人から６人というふ

うになったことに伴う、新たな２人分の給与費

等の差額分の措置というふうになるんだと思い

ますが、６月お聞きした際は、計画、余りしゃ

べりたくないんですけれども、当初計画から２

人ふえて、それがしかし私どもには何ら報告も
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何にもないままに４月１日になってそれが明ら

かになるということで、議会にどう報告したの

かという質問に対しては、しなかったというお

話だったわけです。 

その後、所管の厚生常任委員会などには、こ

ういう変更によってどうなるのかというふうな

こと、特に６月には新たに市が２人保育士を派

遣をしたことに伴う２人の臨時職員を雇う賃金

が計上されたわけです、そういったことを含め

てきちっと説明をする必要があるのではないか

というふうに申し上げましたが、その後どうな

されたのでしょうか、お聞かせをいただきたい。 

○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 私の方は、６月議会

の厚生常任委員会の協議会、５月24日ございま

したが、その中で、委員おっしゃるとおりに、

補正に絡みましてはなぞの保育園に２名の派遣

職員を増員したためのものでございますという

ことで協議会では説明をしております。 

ただ、一般質問で髙橋委員は助役の方に質問

されて、助役の方は、私の方からは報告してい

ない状況だ。変更だけなんですが、これは４人

から６人の変更なんですが、この変更について

は議会の方には私の方から報告していない状況

でございますということで、助役からは報告し

ていないと。私の方は、このときこれに関して

の答弁はしなかったんですが、６月議会の先ほ

ど申したとおり協議会の方で若干の説明をした

ということでございます。 

○小関勝助委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 協議会の中で、６月の

前にね、されたというお話は私は聞いておりま

す。しかし、当初計画がこうで、それがこうい

うふうに変わりますよ、４人から６名行くこと

によって、はなぞのはこういう体制でやって、

残った市の施設、保育施設の運営はどうするか

というふうな考え方などについては示されたの

でしょうか。単にこういったからこうこっちで

措置するというふうなことだけだったのではな

いかというふうに私は思いますが、そういった

ことは非常に大切なことだと思うんですが、そ

こはどうなのでしょうか。 

同時に、この派遣をする職員の期限も切って

いるわけです。それらも含めて今後どうなるの

かなどについてちゃんと私は示す必要があると

いうふうに思いますが、助役でもどちらでも結

構ですけれども、考え方をお聞かせいただきた

い。 

○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 私の方からは市の施

設でどういう体制になっていくかということに

対してのご質問にお答え申し上げますが、先ほ

ど申しましたとおり、６月議会の説明として５

月24日に協議会をしたときに、補正の理由とし

て、子育て支援センターがパート１名予算でつ

いていたんですが、人事異動で２名になったも

のですからほかで臨時職員が増員になったとい

うことの説明と、もう一つ、はなぞの保育園に

４人から６人に２人派遣職員が増員になったの

で、臨時職員が当初予算より３名ふえるという

ふうな説明をしております。 

はなぞの保育園の派遣職員の期間については、

これは人事的なものでございますので、私には

人事権がないものですから、申しわけありませ

んが私の方からはお答えできないということで

ございます。 

○小関勝助委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 私ね、今こうだという

ことで聞きたいんじゃないんですよ。要するに、

私どもに３月あるいは２月の段階で提示をされ

た中身というのは、はなぞのは移管してこうい

うふうな体制でいきますよということは示され

たわけです。しかし同時に、市の保育施設の運

営はこういう体制でこうしますというふうなも

のもあったんです。それがだけれども変わった

でしょう。変わったわけですよ。２名ふやして、
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同時に、福祉事務所長が言われるように子育て

支援センターの関係もあったかもしれない。そ

ういうところで人の異動はあったわけですね。

となったら、じゃあはなぞのはこういうふうに

人員を充実してどういうふうにするのよと。そ

れは何年間かけるのよと。当初言った４年とい

うふうになるのかどうなのかという見通しや、

市の児童センターや保育施設は、じゃあこれか

らその４年間なり、あるいは何年間になるかわ

かりませんけれども、当初計画からいうとこれ

からの事業はどういうふうにやっていくのかと

いう変更内容はきちっと示さなければならない

というふうに私は申し上げているんです。人事

でこうなったからというだけではないんだと思

うんです。 

私はそういう旨の報告をきちっとすべきでは

ないかというふうに言っているんです。補正予

算の説明はそういうことないですよ。重要な計

画の変更なわけだから、そういうことはやはり

きちっと議会に報告をするというふうなことが

大切ではないかというふうに私は申し上げてい

るんですが、そこはどうですか。 

○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 お答え申し上げます。 

これからはなぞの保育園の運営をどうするか

というところが、運営について全面的に移管し

たわけですので社会福祉協議会と協議しながら、

また、派遣職員をどうするかについては人事権

及ぶところで、先ほど舌足らずですみませんで

したが、そういうふうな経過を踏まえていかな

ければこれからどうするかということは決定で

きないのではないかというふうに思っておりま

すので、これから社会福祉協議会がはなぞの保

育園をどのような運営をしていって、そして、

市の派遣職員がどういう形になるかということ

を協議しながら今後のことは決めていくという

ことが必要だと思われますし、それを踏まえて

議会の方に報告というふうに考えておりますが、

そのように考えているところでございます。 

○小関勝助委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 私の方からちょっと補足させ

ていただきたいと思いますけれども、４名から

６名にふえたということにつきましては３月議

会終了後に決定したということでありまして、

３月議会の中で報告できなかったということで

は大変おわび申し上げたいと思いますけれども、

やはりその後変更したならば所管の委員会等々

で説明するというのは当然でありますので、今

後はそういった形で説明させていただきたいと

思います。 

なお、公益法人への派遣については年数が３

年以内ということで決まっておりますので、職

員個々の派遣についてはそういった形で規定に

基づいてやっていきたいと思います。以上です。 

○小関勝助委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 後段のくだりはいいん

です。私ちょっと変だなと感じるのは、増員し

てほしいと、４人ではだめだから増員してほし

いという要望があったわけでしょう。要望が社

会福祉協議会からあったと。だとするならば、

社会福祉協議会としては移管をされる、受ける

立場としてはなぞのをどういうふうに運営して

いくかという方向性はあったんだと思うんです

よ。それはこれから協議しなければならないと

いう問題ではなくて、こういうふうにしたいの

だということはもう決まっているんじゃないん

でしょうかね。どうも私はちぐはぐだなという

感じがして仕方がないのです。 

福祉事務所長、一つだけ最後にお聞かせくだ

さい。４人ではなくて６人にしてほしいと、２

名増員してほしいと、派遣を、という要望は文

書でなされたということなのでしょうか。それ

はどうなのでしょうか、お聞かせいただきたい

と思います。その際どういう計画でというふう

なものは添付をされていたのか、あわせてお聞

かせをいただきたいと思います。 
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○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 お答え申し上げます。 

４名から６名にという増員については、社会

福祉協議会からの文書での要請はございません

でした。６月議会の一般質問で助役がお答えし

たとおり、父母の会からやはり４人では心細い

ので６人にしてほしいという要望が強くあった

ものですから、それにおこたえしたというのが

増員した一番大きな理由というふうにとらえて

いるところで、その旨、６人に要望があったと

いうことで社会福祉協議会とお話をしながら進

めてきたところでございます。 

○小関勝助委員長 11番、髙橋孝夫委員。 

○１１番 髙橋孝夫委員 だとするならば、やは

り当初計画が大きく変更になっているわけです

ね。その計画そのものはやはり示していくとい

うことが大事だと思うんです。先ほど助役言わ

れましたから、そういう機会をぜひ早くつくっ

ていただきたいというふうに私は思います。 

○小関勝助委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 私もちょっと、ここ所

管のところですから質問はうまくないと思って

黙っていたんですけれども、今の答弁の仕方ち

ょっとおかしいと思いますよ。父母の会から福

祉協議会に要望があったわけでしょう。市にあ

ったんですか。今度経営するところに要望する

のが当たり前じゃないですか。それに基づいて、

本来は社会福祉協議会から、父母の会からこう

いう要望があったので、だから市の方からは４

人でなくて６人派遣してくださいと、こういう

ふうに要望しなければいけないわけでしょう。

要るか要らないか社会福祉協議会がわからない

のに市の方では４人から６人にするぞと、これ

じゃないと思いますね。 

だから、派遣というのは派遣申請書みたいな

のを出して普通するんでしょう。何もなくて、

口頭で４人じゃなくて６人にしてくださいと、

こういうふうにしたんですか。ちょっとその辺

だけ、私所管だから余り聞きたくないですが、

そこだけ答えてください。常任委員会に話した

というのは、それは要するに５月の協議会のと

きであって、本来は人事は４月１日になされて

いるんですよね。一番近い協議会は、４月は21

日あたりか23日あたりかの間に全協しているん

ですよ。報告する機会なんて幾らでもあるんで

す。これはやはりさっき言ったように、３月23

日までは４人ということでずっと議論を進めて

きたわけだから、議会の中では。だから今助役

からおわびの言葉があったように、これは謝ら

なければならないわけですが、人２人を余計に

派遣することによってそれぞれに費用がかかっ

ているわけでしょう。 

それで、私は４月の段階でわかったので財政

の方にそれなりに聞いてもらったんですよ。財

政上、４人派遣するところに６人だけれども、

問題ないのかと。いや、財政法上は問題ないと。

既決の予算があるから、それを使っていって後

で補正すればいいと。そういうふうな答えだっ

たからそうですが、だけれども派遣は要請に基

づいて市が派遣するんでしょう。そのルールを

ちゃんとやはり守らなければいけないんだと思

いますよ。それに基づいてちゃんと要請があっ

たのかどうか。父母の会から市に要請があった

って、市でじゃあふやしましょうというふうに

して出してやると、派遣すると、こういうルー

ルではないと思います。そこをもうちょっと詳

しく、ルール上間違いないというふうなことで

あったらそういうふうに説明してください。 

○小関勝助委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 私の方からご説明申し上げた

いと思います。 

６月議会でも私の方からいろいろ経過につい

てご説明申し上げたと思っております。といい

ますのは、最初、社会福祉協議会と移管の協議

をする段階で、私どもは一教室一人の職員を派

遣したいという考えで進めてきました。そうい

- 232 - 



った考えでずっときたんでありますけれども、

県の考えでは自立を促すためにはそれだけの職

員を派遣することはだめだという形で、４人に

しなさいというふうな通達がございまして、ど

うしてもそれに従わざるを得なかったというの

が最初の計画であります。その後、前の総務課

長なりそれから福祉事務所長が県の方に強い要

請をしまして、もちろんその背景には父母の会

の強い要請もありまして、そういったこともあ

って県の方に再度お願いした経過がございます。 

そういった段階で、それじゃあしばらくの間

６名でもいいでしょうということになりまして

６名ということになったわけでありまして、最

初はやはりそういった一教室一名というふうな

職員の派遣ということを私どもは考えていたと

いうことでありますので、ぜひご理解いただき

たいと思います。 

○小関勝助委員長 細部審査ですので、質問も答

弁も簡潔にお願いします。 

17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 所管だからと私も言っ

ているわけだけれども、だけれどもおかしいで

すよね。県の方の担当は別にそんな、人数をど

うこうするようなことで通達書が来たんですか。

通達というのは、口頭でそういうふうに言われ

たということなの……、さっき通達が来たと言

ったよね。文書で来たんだかどうかわかりませ

んが、県の方の担当しているところはそうじゃ

ないと思いますよ。福祉法人に対する監査をす

る部門でしょう、担当しているのは。別にそん

な、何人にしろなんていうようなところではな

いように思うんですけれども、そこはどうなん

ですか。文書で来たのか、文書で来たなら出し

ていただければいいですけれども。そういうふ

うに言われただけなのか含めて。 

○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 お答え申し上げます。 

通達ではなくて指導という形で県の方から最

初いただきました。はなぞの保育園を認可を受

けるに当たりまして、社会福祉協議会で認可を

とるに当たりまして県の指導がありました。そ

れは、民設民営ということで社会福祉協議会が

運営するのであれば、市の職員がやはり指導的

立場で４人だということで最初は指導がありま

したので、それに基づいて民間としての認可を

受けるべくそのような方針に従って準備してま

いったんですが、やはり助役が申したとおりに

父母の会からも要望がありまして、そこを何と

か６人にしていただけないかということでお願

いして、初年度は６人でもいいのではないかと

いうことで条件を付していただいて認可をいた

だいたということでございます。 

○小関勝助委員長 長谷部宇一助役。 

○長谷部宇一助役 先ほど通達と申し上げました

けれども、これは間違いでしたので訂正させて

いただきます。 

○小関勝助委員長 ほかに質疑もないので、質疑

を終結いたします。 

 

 

議案第６５号 平成１７年度長井市

国民健康保険特別会計補正予算第１

号についての質疑 

 

 

○小関勝助委員長 次に、議案第65号の１件につ

いて。 

 ６番、安部隆委員。 

○６番 安部 隆委員 国保の４ページ、収納率

向上特別対策事業費というようなことで、これ

について二、三聞きたいというふうに思います。 

先日の決算総括においてもこの収納率の向上

については蒲生光男委員から質問があったわけ

です。本当にいろいろな各税の徴収というもの

が非常に落ちていると。そして不納欠損、そし

て収入未済額というのも非常に目立っていると
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いうふうな状況だと。そういうふうなことで、

この一環としてこうした委託員を置きながら、

強権発動というか権限を強化していくんだと。

ある面はそうだというふうに私は思うんですね。 

これらについて非常に私もいろいろ疑問があ

るんです。ということは、この保険、国保は同

じ税としても非常に生命にかかわるところであ

りまして、生活困窮者、低所得者等々のいろん

な制度的減免等もあると思いますが、やはり非

常に考えて、重要に考えていかなければならな

い部分ではなかろうかなというふうに思ってお

りますが、そうした中でどうこうしたことにな

ったのか、その辺について小泉市民課長にお聞

かせをいただきたいというふうに思います。 

○小関勝助委員長 小泉良一市民課長。 

○小泉良一市民課長 お答えをいたしたいと思い

ます。 

ご案内のように収入未済額というのがどんど

ん膨れてまいりまして、そのことが、国保の全

体の税額を賄おうとしますとお金を納めている

方の税額を、税率を上げざるを得ないというふ

うなことになって、そういったことでは大変な

ことになっていっているわけでございます。ま

た、収納率もどんどん低下をいたしまして、現

年度分で91.67％ということで山形県内でも最

低なランクになってきているというふうなこと

で、収納率向上ということが私としても必要な

事業というふうなことでここ数年考えてきたと

ころでございます。そのことによって、国の方

の補助も受けられるというふうなことになった

ところでございます。 

未納の方につきましては、いろんな方がおら

れますから、払える余力があるにもかかわらず

お支払いただけない方も中にはおられるという

ふうにこのたび身をもって私も徴収に行って感

じてきたところでございます。そういったこと

から、徴収員を立てていくというのは重要なこ

とと考えているところでございます。 

○小関勝助委員長 ６番、安部隆委員。 

○６番 安部 隆委員 本当に税は納めなければ

ならないと、これは市民というか国民の義務で

す。それはわかります。ただ、いろんなこうい

った生活の中では厳しい状況であります。そう

いうようなときに、やはり国民健康保険という

ものは、身に、生命にかかわると、先ほども申

しましたが非常に重要な部分だと。 

そういうようなときに、収納率というものが

加わってきているというのは今るる話があった

わけですけれども、じゃあ、役所サイドにおい

て滞納者に対していろいろ督促状発送から差し

押さえ実施というところまで流れがありますね。

こうした流れの中では、この間どのような対応

状況だったんでしょうか。こういったことをず

っと、例えばですよ、私は税務課からの流れ的

な、ちょっと関連ありますけれども、税務課長

があれですけれども、督促状の発送、納期まで

に納付されないときは督促状を発送する。督促

手数料含まれまして、そして督促状を発送した

日から10日を経過した日まで完納しないときは

差し押さえなければならない、地方税法第373

条。そして、市民税、国保等については納期20

日以内と。こういうふうなことでなっておりま

す。 

そして、長井市の場合においては納期ごとに

発送回数がありまして、国保は８回出している

と。そしてその間、納税相談、こうしたものを

実施をしながら、そしてそれも余りわからない

ときは催告状の発送。そしてこれができないと

いうことになれば、最終的には差し押さえと予

告書、そして差し押さえというふうになってい

ますけれども、こうした流れの中で国保を担当

する課としてはやはりこういったことをきちっ

とやってこられたのか、その辺についてどうで

しょうか。 

○小関勝助委員長 中井晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 国民健康保険税につきまし
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ても賦課から徴収にかけましては税務課の方で

対応させていただいておりますので、こちらの

方でお答えをさせていただきます。 

今、安部委員からお話しいただきましたよう

に、督促状の発送から差し押さえまで、委員が

言われたような形で督促状を８回国保税につい

ては発送しておりますし、納税相談も行いまし

て、年間３回ほど納税相談をいただきまして、

滞納の方にはどのような形で納税をしていただ

けるかという相談も行っております。それでも

対応していただけない方については、催告書を

送りまして差し押さえの予告をさせていただき

まして、なおかつそれでも対応していただけな

いという方について差し押さえをさせていただ

いているという流れになっております。 

○小関勝助委員長 ６番、安部隆委員。 

○６番 安部 隆委員 そうすると、毎年何件か

の差し押さえというような最終的なところまで

いっているというようなことなんですね。それ

はちなみに何件くらい年間あるんですか。 

○小関勝助委員長 中井晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 お答えいたします。 

  平成16年度につきましては、不動産を28件押

さえさせていただきました。あと、電話加入権

が10件でございました。そのほか債権といたし

まして売掛金が１件、国税の還付金が39件、そ

の他２件を差し押さえさせていただいておりま

して、合計、差し押さえ件数といたしましては

80件、差し押さえに係る滞納金額は4,493万

2,000円ほどになっております。 

○小関勝助委員長 ６番、安部隆委員。 

○６番 安部 隆委員 相当な件数があると。そ

れで、こうした差し押さえ物件が毎年あって、

この物件の公売は、電話権等についても私もち

ょっと経験がありますけれども、その他の不動

産関係、そういったものの公売状況というのは

どうなっているんでしょうか。 

○小関勝助委員長 中井晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 16年度につきましては不動

産の公売はゼロでございました。電話加入権の

公売を１件させていただいております。 

○小関勝助委員長 ６番、安部隆委員。 

○６番 安部 隆委員 細部ですから余りあれで

すけれども、差し押さえしてからこうした公売

の実施というかな、そこまでの期間というのか、

どういうことなのかなと。差し押さえはしてい

ても、その年度、次の年度もそのままにしてい

るというふうなことがあるのでしょうか、その

辺ちょっとお聞かせをいただきたい。 

○小関勝助委員長 中井晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 電話債権につきましてはで

きるだけ速やかに公売をさせていただいており

ます。ただ、不動産につきましては、現在でも

そこに住んでいらっしゃる市民の方がいらっし

ゃいますので、なかなかすぐにというわけには

いかないというような状況がございます。また、

滞納になっております税額とその不動産の鑑定

額の差が大分ある場合が多いものですから、そ

の開きを考えますと十分に検討した上で公売を

しなければならないというふうに考えておりま

す。 

  なお、差し押さえしましても、その後、納税

につきましては引き続き同じように交渉はさせ

ていただいております。 

○小関勝助委員長 ６番、安部隆委員。 

○６番 安部 隆委員 やはりお聞きしますと、

なかなか差し押さえ後の公売までのそうした時

間が慎重に対処しているというふうに私は受け

ておりますけれども、やはり差し押さえをする

というのは、さっき小泉市民課長が言いました

ように悪質な部分に入ってくる方々じゃないか

と私は思うんですね。すぐさまということじゃ

なくて、この一連の流れでは、差し押さえまで

いくというのはやはり悪質な市民の納税者だと。

こうしたことを踏まえた場合に、やはり公売的

なものをもう少しスピードアップしてやってい
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くべきじゃないかなと。 

昨日の読売新聞に自治体のネット公売という

記事がありました。これはヤフーＪＡＰＡＮで、

これは東京都が早かったんですけれども、東京

都、香川県、広島県、福島県喜多方市、それか

ら北海道、大阪府が入って、６自治体が参加し

て128点、1,289万円という落札金額だと。これ

も今後のそうした悪質納税者の対応としてはや

はりとるべき手段ではないかなと思うんですね。

私も弱者や困窮した方にそういったことをしろ

というようなことじゃなくて、やはりここまで

くる流れの中で、それ相応の時間とそしていろ

んな勧告、そして催告もしているわけですから、

やはりこういったところも早くスピードアップ

してやっていかなければならないんじゃないか

なというふうに私は思うんです。 

  それで、市民課長にもう一つお聞きしますけ

れども、本当にある面では強権発動なんですね、

これね。委託をするということ。こうしたとこ

ろに我々予算をつけていくと、非常に重要なと

ころを背負っているわけです。それで、あなた

も多分知っていると思いますが、ある市におい

て国保税に対して議会で紛糾した市があります。

こうしたことが我々にはないのかあるのか。

我々はやはり納税者の見本としてなっていかな

ければならない。そういう我々がこの予算を決

めていくときに、我々の中でそういう悪質では

ないけれども滞納者と、そういうのがいるかい

ないか、はっきりその辺お聞かせをいただきた

い。 

○小関勝助委員長 小泉良一市民課長。 

○小泉良一市民課長 お答えをいたしたいと思い

ます。 

私どもに守秘義務というのがございますので、

それについてはお答えすることができません。

以上でございます。 

○小関勝助委員長 ６番、安部隆委員。 

○６番 安部 隆委員 守秘義務もあるでしょう。

我々も調査権もあります。そんなところで論判

しても始まりませんが、非常にこれは重要な案

件というか審議権であるということを私は認識

していただきたいということなんですね。ただ

この徴収員を設けたからというようなことでな

くて、職員の中できちっとした流れの中でやる

ことさえやっていれば、まだまだ収納的には数

字的に上がってきたんじゃないかなというふう

に思うんですよ。ですから、先ごろの決算総括

でもありましたように、長井市は低い方だと。

でも、高いところはやはりそうしたことをきち

っと、多分長井市よりはいろんなそういった制

度的にやっているんじゃないかなと、そう思う

んですよ。守秘義務だと言われればそれまでで

すけれども、そういったこともひとつ肝に銘じ

て、これは本当に重要なんだと。その辺はまた

いつかの機会にぜひ何かでその守秘義務以上の

方法でまずしていきたいというふうに思います。 

  最後に、そのことにつきましてご感想を。 

○小関勝助委員長 小泉良一市民課長。 

○小泉良一市民課長 お答えをさせていただきた

いと思います。 

国保税につきましてはご案内のように税務課

収納係の方で徴収をお願いしているところでご

ざいますが、税の対策本部という中で私も率先

をして市民の方々にお願いに行きたいというふ

うに考えているところでございます。職員の方

も頑張ってまいりますので、今後ともどうぞよ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

○小関勝助委員長 市長、よろしいですか。 

  目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 これはまず蒲生光男委員のとき

にも申し上げましたけれども、例えば市営アパ

ートの利用料なんかは、これはやはり当然払わ

なければいけないですよね。それから、税金等

もやはり滞納していただいては困ると思うんで

すね。国保税についていうと、これはやはり本

当に困窮しておられる方で短期被保険者になっ
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たりなにしたり。しかしこれ、なくなっちゃう

と全額払わなきゃいけなくなるわけだから、非

常にやはりそういう面では、最低限の生活保障

という憲法25条もあるし、ここは余り強引にと

いうわけになかなかいかないところでやはり市

民課長なり税務課長が非常に苦労しているとこ

ろだというふうに思いますので、ぜひそういっ

たことも踏まえていただいて、しかし、仕事は

しっかりやらなければいけないというふうに思

いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○小関勝助委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 さっきから税務課長も

立ったりしておりますので答弁いただきたいと

思うんですが、納税貯蓄組合というのはこうい

う収納率向上のために働いてくれる組織じゃな

いんでしょうか。私はそういう組織だと思って

いるんですけれども、どうですか。 

○小関勝助委員長 中井晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 納税貯蓄組合は、納税意識

の高揚、なおかつ、あと会員の方への呼びかけ

といった形で収納率向上のための働きかけをし

ていただいております。また、納税の理解を深

めるための研修等もしていただいております。 

○小関勝助委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 そういう人たちにご協

力願っていった方がいいんじゃないでしょうか

ね。近くの人ですよね。皆その地区におられる

方ですよね。何のために組織あるんですか。や

はりこういう収納率向上……、結果はね、そう

いうふうなために私はあると思っているんです

よね。これしなければ何するのかなと私思って

いるんですけれども。こういうのに協力願った

りしないんですか、市の方で、そういう人たち

に。 

○小関勝助委員長 中井晃税務課長。 

○中井 晃税務課長 以前は確かに納税貯蓄組合

さんを通しまして納税の働きかけを直接してい

ただいたことがあるようでありますけれども、

現在は、プライバシーの問題がありまして、

個々の納税状況につきまして納税組合長さんに

お知らせするというわけにはいきませんので、

特定の方に絞った働きかけでなく全体の働きか

けを今していただいている状態になっておりま

す。 

○小関勝助委員長 ほかに質疑もないので、質疑

を終結いたします。 

 

 

議案第６６号 平成１７年度長井市

山形鉄道運営助成事業特別会計補正

予算第１号についての質疑 

 

 

○小関勝助委員長 次に、議案第66号の１件につ

いて、ご質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

議案第６７号 平成１７年度長井市

介護保険特別会計補正予算第１号に

ついての質疑 

 

 

○小関勝助委員長 次に、議案第67号の１件につ

いて、ご質疑ございませんか。 

  16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 介護保険の特別会計補

正予算について、この予算については６月22日

の参議院の本会議でこれが可決成立した介護保

険法。結局、国の財政負担増を避けるというこ

とを主眼にしたものであろうというふうに思う

んです。給付抑制の実効策として、削減の一つ

として、施設入所者への居住費と食費を保険外

としたこと。先ほど来ありましたが。もう一つ
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は、在宅サービスでは過剰介護ということを口

実として軽度者向けの家事サービスの利用制限

というふうな、この二つが大体主なものでない

かというふうに思うんです。 

このたびの補正予算では、居住費と食費の減

額について、入所者の月額、これ日額なのでな

かなかぴんとこないんですね。そこで、月額１

人当たりどのぐらいになるのかというふうな算

定のもとにこれが減額補正されたのか、そこを

ひとつお聞きをいたします。 

○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 お答え申し上げます。

具体的な例でご説明申し上げたいというふうに

思います。 

特老施設においては１カ月標準の所得区分に

よりまして、要介護３の方の例でありますが、

１カ月、居住費が9,600円、食費が４万1,400円、

日常生活費ということで5,000円と、あと介護

保険負担が２万4,000円ということで、８万円

になるということであります。改正前のこの金

額が、住居費がゼロで食事代が２万3,400円で

ありました。日常生活費は同じ5,000円。介護

保険利用負担額が２万4,540円で、２万7,000円

の負担がアップするというふうな、１カ月では

そのぐらいだろうということで試算していると

ころでございます。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 アップ額が２万7,000

円なんですか。 

○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 アップ額が２万

7,000円であります。５万2,940円から８万円、

特老の場合はそのようなお値段になるというこ

とで試算しているところでございます。アップ

で２万7,000円であります。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 この場合、この施設は

いわゆるいただいた資料ですと多床室、つまり

相部屋の場合はこうなると、こういう計算です

か。 

○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 そのとおり、相部屋

というか、個室ではなくて複数の部屋で、長井

市の特老の場合はほとんどが多床室、個室では

なくてたくさんベッドがあるという部屋が多く

ありますので、こちらの方になってございます。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 もう１回確認しますが、

現行の月額５万2,940円が２万7,000円引き上げ

られて月額８万円になると。つまり２万7,000

円の負担増になるというふうなことなわけです

ね。 

○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 そのとおりでござい

ます。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 そうすると、生活保護

の世帯あるいは住民税非課税世帯、この負担の

上限額といいますか、いわゆる軽減措置、これ

についてはどうなんでしょうか。 

○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 生活保護世帯におい

ては今までと同じような負担でございますが、

これまでの第２段階の負担で今度二つに分かれ

るというふうにご説明申し上げましたとおりに、

新第２段階の方で、年の収入が80万円未満の方

が新第２段階になりますが、こちらの方の限度

額が２万4,600円から１万5,000円に引き下げら

れると。その差額については介護保険から給付

されるということでございます。一例でござい

ますが、そのような低所得者に対しての配慮が

なされるということでございます。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 要介護認定につきまし

て、この認定調査は市町村がこれを行うんです

か、あるいはどのような、これについての変更
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はあるんですか。 

○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 これまで要介護の認

定審査会は市の方でしています。今後も市の方

でするというふうに、この辺は変更がないとい

うふうに聞いているところでございます。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 この資料によりますと、

いわゆる要介護１の人の七、八割が要支援１と

要支援２というふうに新しく認定されて新予防

給付の対象となるというふうなことであります

が、また、これまでの要介護１から５と認定さ

れた人は従来の介護給付を利用できると、こう

いう解釈でいいんですか。 

○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 委員おっしゃるとお

りに、新たに要介護１から要介護５までの方は

これまでと同様のサービスを受けられるという

ことでございます。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 今回、在宅の利用者は、

先ほども話出ましたが家賃や食費を負担してい

るんだと。しかし、施設へ入所している方はそ

ういうことがないというふうなことで、在宅の

利用者と同じような負担をさせなければこれは

均衡がとれないということで、重複給付を見直

すということで今回の導入になったわけだと思

うんですね。 

それで、今回非常に解釈が難しいんですね。

国庫負担が長井市の場合1,039万5,000円の減額

ということは、もう少しかみ砕いてこの国庫負

担のことだけをいえば、どのような計算でこの

1,039万5,000円になったのか、ここをひとつお

答えを願いたいと思います。 

○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 お答え申し上げます。 

介護保険制度の負担額自体が、公費負担ちょ

うど50％で、国が25％、県が12.5％、長井市が

12.5％。本来であれば、負担額、この補正の方

の県負担額、恐れ入ります、介護４の５款県支

出金の補正額が649万7,000円となっています。

これは減額全体の12.5％ということで、このよ

うな金額で、７款の１項１目も同額の649万

7,000円ということで、これは全体減額分の

12.5％に当たる減額分でございます。そして、

２目の方にその他一般会計繰入金27万5,000円

というのが、この制度改正を行うためにＰＲが

必要でございますので、そのＰＲ用のパンフレ

ットの印刷費が27万5,000円というのが余計に

かかりますので、市の繰入金として622万2,000

円というふうな減額になったものでございます。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 もう一つ、今回の法改

正によって新しく新予防給付という施策が行わ

れることになったわけで、例えば筋力向上トレ

ーニングとか栄養改善指導、あるいは歯磨きの

指導、こういった口腔ケアなどを導入するとい

うふうになっておりますが、それに伴う経費的

な試算はどこに示されているのかお聞きをいた

します。 

○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 今回の改正は、先ほ

ど主な改正の五つのうち10月１日の改正が１点、

いわゆるホテルコスト徴収、介護保険外にする

という変更点。それからほかの四つの点につい

ては平成18年４月からのスタートということで、

細かい数字もこれから示されてくると思います

ので、18年度予算に反映されるものだというふ

うに認識しているものでございます。藤原委員

ご質問いただきました新予防給付についても平

成18年４月からスタートということで、18年度

予算の方に反映されるものというふうに思って

いるところでございます。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 今回の改正で保険料徴

収について改正はどのようなものですか。 
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○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 第１号被保険者の改

正について平成18年４月からあるということで、

これまでの第２段階は住民税非課税である人が

すべて第２段階だったんですが、それが改正さ

れてからは、住民税非課税でしかも年間の収入

が80万円以下の人が新第２段階と。それから、

さらに80万円以上の人は新第３段階というふう

に変わりまして、また、４段階、５段階、６段

階というふうに分かれてまいりますが、その所

得の分け方についても市町村の裁量に任せると

いうのが２点改正されて、これも平成18年４月

から施行されるということでございます。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 保険料の徴収について、

年金から保険料を天引きするいわゆる特別徴収

の対象、これが現在老齢年金ということなわけ

ですが、遺族年金、障害者年金にもこれを広げ

ていくという話をお聞きしているんですが、こ

れについてはどうですか。 

○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 委員おっしゃるとお

りでございます。 

○小関勝助委員長 16番、藤原民夫委員。 

○１６番 藤原民夫委員 もう１点ですが、40歳

からとなっておりますね、現在のこの保険料徴

収年齢。これを20歳へ引き下げるというふうな

検討もされているような状況だと聞いておりま

すが、これについての方向性はどのように現在

なっているのかお聞きします。 

○小関勝助委員長 宇津木正紀福祉事務所長。 

○宇津木正紀福祉事務所長 国の方では、20歳ま

で徴収、第２号被保険者の年齢を20歳まで下げ

て支援費と一緒にしたいというふうな方針は持

っていましたが、審議会の委員の方から賛成を

得られずに、今回の改正については40歳以上の

そのままだということでございますが、今後も

やはりそのような方針は厚生省の方は持ってい

るというふうなことが情報で入ってきておりま

すので、３年後の改正にはまた同じような議論

がされるのではないかというふうな情報が入っ

ているところでございます。 

○小関勝助委員長 ほかに質疑もないので、質疑

を終結いたします。 

 以上で、各会計補正予算案に対する質疑は全

部終了いたしました。 

 これより各会計補正予算案に対する討論、表

決でありますが、ご意見のある方は本会議にて

ご発言いただくこととし、この際、討論を省略

し直ちに採決を行います。 

 まず、議案第64号 平成17年度長井市一般会

計補正予算第３号の１件について採決いたしま

す。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

   （起立多数） 

○小関勝助委員長 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 次に、議案第65号 平成17年度長井市国民健

康保険特別会計補正予算第１号の１件について

採決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

○小関勝助委員長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 次に、議案第66号 平成17年度長井市山形鉄

道運営助成事業特別会計補正予算第１号の１件

について採決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

○小関勝助委員長 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 次に、議案第67号 平成17年度長井市介護保

険特別会計補正予算第１号の１件について採決
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いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

   （起立多数） 

○小関勝助委員長 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上で、本予算特別委員会に付託になりまし

た案件の審査は全部終了いたしました。 

 なお、来る22日の本会議における本委員会審

査報告の文案につきましては、私に一任くださ

るようお願いいたします。 

 

 

     閉    会 

 

 

○小関勝助委員長 予算特別委員会はこれをもっ

て閉会いたします。 

 ご協力ありがとうございました。 

 

    午後 ２時１９分 閉会 
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